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 地域配分は二国間 ODA の供与国上位 10 ヵ国は、過去から現在まで、圧倒的にアジア・太平洋が

多いわけです。アフリカへの支援は必要だと言われていますが、そんなにサブサハラアフリカ地域の

ODA は伸びているわけではありません。ウズベキスタンは本書『アジア編』の中に入っており、純

額・総額ベースでも上位 10 ヵ国中、多くのアジア諸国で占められます。純額ベースではアジア以外

の国はイラク、アフガニスタン、モザンビーク、ケニアが入ります。総額ベースではかつての ODA

供与国であったインドネシア、フィリピンなどの国々が見受けられます。 

 

—アジア編報告— 

重田  
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 本書の副題は、『経済成長から「持続可能な社会」の実現へ』と題しており、アジアではやはり

ODA が経済成長、経済開発に果たした役割は非常に大きかったわけですが、次にどのように持続可

能な社会を目指していくのかを検討するために、このタイトルにしています。編者は、太田和宏先

生、福島浩治先生、ここにいる藤田和子先生と私です。その 4 名以外に、ここのアジア編で今日発

表してくださる方を含めて 29 名の方に執筆して頂いています。対象地域として、北東アジア、東南

アジア、太平洋、南アジア、中央アジア・コーカサス地域で構成しています。 

 

 アジアと ODA の特徴は、第 1 はアジア重視、特に東南アジアと中国が多かったということです。

第 2 は円借款中心でインフラ開発重視ということです。その他に技術協力として皆さんもご存知の
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青年海外協力隊とか専門家派遣も入っています。特に 2000 年以降から量的拡大の時代から質的拡

大の時代へ入りました。ODA 実績の順位がトップドナーから２、３位になっていく段階で、質的拡

大を重視していったのです。  

 ODA の問題はいくつかあり第 1 は環境・人権問題です。これからご紹介頂くインドネシアのコ

トパンジャン・ダムやインドのナルマダ・ダムなどのプロジェクトを推進する上で、環境とか人権が

過去に問題となりました。第２は民主化と人間の安全保の問題で、ミャンマーの軍事クーデターと

か、カンボジアでは権威主義的体制が続いていく中で、どのように民主主義や人間の生きる権利を守

っていくのかということです。第３は新興国への対応です。日本は中国への援助をたくさんしてきま

したけれども、中国が今アジアだけでなく世界において大きな援助国になっており、「一帯一路」構

想の下で影響力を増しています。こういった新興国と今後どのように日本が接し、アジア地域に援助

していくのかということが課題になっています。今後の課題として、コロナ後や持続可能な開発目標

（SDGs）とかありますが、アジア地域においてどのように SDGs を 2030 年までに達成していく

かということです。 

 

 時間がありませんので、次のカンボジアについては簡単に説明いたします。カンボジアは戦後賠償

の放棄に始まって、その後、無償資金協力が行われました。1970 年代クメール・ルージュ（カン

ボジア共産党ポル・ポト政権）による圧政と虐殺の悲劇、1980 年代の内戦の時代がありましたが、

1991 年パリ和平協定、さらに国際連合カンボジア暫定統治機構（UNTAC; United Nations 

Transitional Authority in Cambodia）の統治、93 年の総選挙以後、日本の ODA が再開され、

今日まで継続されています。本書では日本の ODA の成功事例としてプノンペン市上水道整備事業

を紹介し、もう一つの事例として住民移転問題があった国道一号線改修事業を取り上げています。 

 今後の ODA の課題と展望に関しては、2010 年以降から、環境社会配慮ガイドラインなどが作

られていますけども、このガイドラインを順守していかに援助を実施していけるかということです。

また法整備支援に関しては、アジアの中でも権威主義的な国家が増えていく中で、例えば日本はカン
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ボジアに対して長年支援をしてきましたが、それがどこまで今のカンボジアの公正な選挙の実現や

民主化に役立っているのか、ということです。その他、中国が今カンボジアにどんどん進出してシア

ヌークビルなど様々なところでカンボジアに支援しています。日本がカンボジアにどのように援助

を実施していくか、中国との関係が大きな課題になっています。いずれにしてもクメール・ルージュ

の過去の悲劇を乗り越えて、今日に至っているっていうのがカンボジアの現在の姿です。私はここま

でにしたいと思います。ありがとうございました。 

 

阪本（司会） 

 次は、佐々木哲夫さんのご発表に移りたいと思います。佐々木さんは藤田先生のご指導のもと国際

学研究科を修了され、現在栃木県立足利高等学校で教鞭をとっていらっしゃいます。よろしくお願い

します。 

 

佐々木哲夫（宇都宮大学大学院国際学研究科修了、栃木県立足利高等学校教諭） 

 インドネシアに対する援助ということを今回書かせて頂きました。もともとインドネシアへは、戦

後賠償という意味合いがあって日本の ODA がずっと続いてきました。しかし、1960 年代以降は

インフラ投資ということで、よく言われた日本の公共事業の輸出というような批判も一部あったわ

けであります。ただ 90 年代以降に入りますとインドネシアの国民福祉の向上というようなところ

に重きが置かれて、それまでのダム建設とかハード面だけではなくて、例えば母子健康手帳、そうし

たものをインドネシアにも導入するとか、そのような福祉の向上というものが重要視されてきたと

いうことです。 

 

 今回事例として本書中では２つ挙げさせて頂いたのですが、特に１点目のコトパンジャン・ダムの

プロジェクトについてお話しさせて頂きます。これは日本でも訴訟というような形で注目をされて

いたものでありまして、実は私が教えている政治・経済、その資料集にも取り上げられている事例と
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なっています。本プロジェクトの背景としましては、やはり電力不足というのがあって、スマトラで

電力をどのように開発していくのかというようなことでありました。当初は建設地域内の、例えば寺

院とかそのような文化的な施設をどうするか、あるいは住民の移転をどうするのかというようなこ

とが問題となっていました。そうしたものは乗り越えられたのではないかということで、建設が実際

に始まっていきました。ただ結局その後の調査等によりますと、移転後の住民にかなりの不満があ

り、それが結構な割合であったということでありました。移転先の生活再建がどうもうまくいかない

という不満がある中で、実際に東京地裁にそうした方々が NPO を通じて提訴すると、地裁も高裁

も、また最高裁においても、そうした補償請求はそもそも日本の訴訟には馴染まないというようなこ

とで棄却されました。やはり政府、特にこれは ODA で関係しているインドネシア政府が生活再建

というものをどのようにしていくのかということが、取り組みとしては不十分で、どうしても視点が

産業中心であったということでありました。国際協力銀行（JBIC: Japan Bank for International 

Cooperation）でもその改善というものが図られてはいたのですけれども、その一方で移転先の生

活環境あるいは水の確保が困難であったり、それまでアブラヤシを作っていた農家がアブラヤシを

作れなくなってしまったりとか、そのようなことで産業の移転と言いますか、職業を変更するという

ことがなかなか難しく、結果としては訴訟になってしまったということがありました。 

 したがいまして、私としましては第三者機関による検証とか、あるいは日本政府がそうした課題を

もう１度把握した上で、場合によってはインドネシア政府に対しても改善を要請したりして、ODA

にただ単にお金を払うとか、プロジェクトを進めるというだけではなくて、その先の、もう一歩先の

課題に対しても解決というものが図られていったほうがよかったのではないか、と考えました。 

 簡単ではございますが、以上で今回の発表とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

阪本（司会） 

 ありがとうございました。では、次は CMPS のコーディネーターの鄭さんに、台湾に対する援助

についてご発表頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

鄭安君（CMPS コーディネーター） 

 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センターコーディネーターの鄭安君です。本の執筆に参加

させて頂き大変に光栄に思います。執筆を担当したのは、出身の台湾に対する援助の部分です。最近

のニュースでもよく出ますが、台湾は中国と非常に複雑な関係にあり、国際的に難しい立場に置かれ

ています。本を執筆した際には台湾を国（中華民国）として認めているのは、わずか 15 ヵ国だった

のですが、中米ニカラグアは 2021 年 12 月 9 日に台湾と断交したため、今は 14 ヶ国となりまし

た。そのため、日本の対台湾援助はこのような複雑な国際関係の中での援助と交流という特徴を持っ

ています。日本の対台湾援助は 1965 年の円借款をもってスタートしました。先ほど重田先生が紹

介していたように、円借款が日本の ODA の特徴の一つですが、台湾への円借款は、15 年間も続い

たアメリカの対台湾援助の打ち切りを補う形でスタートしたと言われています。また、日本は 1972

年までには台湾を中華民国として、国として認めていたため、円借款は中華民国への戦争賠償の意味

合いをも持っていると言われています。そして、円借款は、日本の資材と技術の購入に使用する、い

わゆる「タイド援助」という特徴を持っています。結果的に円借款によって、日本企業が日本政府の
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バックアップを得て台湾への影響力を高めていき、台湾経済と日本経済の緊密化をもたらしたとも

指摘されています。 

 

 先ほど話したように、台湾と日本の正式な外交関係が 1972 年に断絶しました。しかしながら、

正式な外交関係がなくなっても、日本の対台湾援助がなくなったわけではありません。1972 年以

降、官民協力と国際貢献での形で日本の対台湾援助が継続されてきました。その役割を担っているの

は、台湾と日本政府のそれぞれの財政的・人的支援を受けて設立された 2 つの「民間」機構で、現

在の台湾日本関係協会（台湾）と公益財団法人日本台湾交流協会（日本）です。台湾は高度成長期を

経て、経済発展を遂げた中、現在、日本の対台湾援助は「援助」という側面から「横の交流」にシフ

トしています。また、2000 年前後を境に、台湾と日本の相互的な災害援助活動が目立つようにな

りました。「横の交流」および相互的な災害援助は、台湾と日本の関係を持続させている側面があり

ます。そのため、日本の対台湾援助は「経済関係の緊密化」から「非公式関係の継続」というように

シフトしていると言えます。日本の対台湾援助は、台湾の経済発展にプラスの影響があり、今日のよ

うな非公式な関係維持にも貢献しています。ただし、正式な国交がない中で、その関係性には曖昧さ

と不安定さがあるのも事実です。中国の経済力および国際的影響力が強まっている中、日台の関係は

大きく変化する可能性がある。 

 以上で簡単ですが、私の発表はこれで終わります。本当にありがとうございました。 

 

阪本（司会） 

 ありがとうございました。次は増山貴子さんからモンゴルに対する援助についてご発表頂きます。

増山さんは現在、国際学研究科の博士課程に所属していらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいた

します。 
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増山貴子（宇都宮大学大学院国際学研究科博士後期課程） 

 皆様こんにちは。私は宇都宮大学大学院国際学研究科博士課程に在籍しております、増山です。ど

うぞよろしくお願いいたします。今回はこの『日本の国際協力 アジア編』のモンゴルを担当させて

頂きました。ありがとうございます。皆さんモンゴルと言いますと、どんなことを想像されるでしょ

うか。私は、遊牧民族、それから草原、ゲル、それと私にとっては相撲というところがあります。私

は大の相撲ファンでございまして、私にとってモンゴルはとても親密関係にある、近い存在にありま

す。今の日本の国技であります相撲は、モンゴルの力士たちに支えられているというのが現状です。  

 

 さて、モンゴルに対する国際援助ということですけれども、モンゴルは 1989 年までモンゴル人

民共和国という、社会主義の国でした。1990 年から複数政党制を導入し 1992 年にモンゴルと国

名を改めまして、民主化へと転じていきました。日本は、モンゴルがまだモンゴル人民共和国であっ

た 1972 年に国交を樹立し、1974 年には文化交流取り決めを結んでいます。そして 1977 年の

モノハン事件の賠償としまして、50 億の無償援助を決めています。モンゴルは、1992 年の民主化

以降、日本をはじめとする国々や国際通貨基金からの資金援助によりまして 1994 年には経済がプ

ラス成長へと転じていきます。2008 年の世界的経済危機では、一時的にはマイナスに陥るのです

が、その後、V 字回復を果たしています。モンゴルの経済は中国の経済発展に牽引されるように加

速していきまして、そのような経済発展には、日本のODAも大きく寄与しています。外務省の2014

年から 18 年までのデータによりますと、主要ドナーの対モンゴル経済協力実績としましては、日

本が群を抜いて ODA のトップドナー国となっています。また経済成長を背景に、貧困格差が拡大

し、職を求めて地方から首都ウランバートル市への人口が流入しました。ウランバートル市への一極

集中、それに伴った環境汚染や貧困格差、環境と調和した健康的な経済成長の実現が課題となってい

ます。本書では途上国の特徴と言えます、市場経済の急激な発展に伴う弊害である、都市部と農村部

の経済的地域格差、そして深刻な大気汚染による健康被害解決に向けた国際援助協力について取り

上げました。 
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 また日本の ODA では、SDGs に掲げられております開発目標の実現に向けた持続可能な経済成

長を図るために、無償、有償、資金協力、そして草の根資金協力、技術協力など様々な形態の支援を

行っています。本書では SDGs に掲げられました、開発目標ゴール４の「質の高い教育をみんなに」

を関連づける事例としまして、ウランバートル市の初等中等教育施設整備の事業を取り上げさせて

頂きました。日本の知見を活用した障がい児、防災、環境に配慮した学校設備の新設は、モンゴルの

政府や教育機関、それから地域住民の意識が向上するとともに、モンゴルのゴール４の実現に寄与す

ると考えられております。特にこの子どもの教育につきましては、私の研究分野とも関連することで

ありますので、事例としてあげさせて頂きました。 

 日本は ODA の応分な拠出や有能な人材育成が重要課題となっておりまして、SDGs に掲げる 17

のゴール達成のためにも人的・物資的・資金的な国際協力の一翼を担うことが今後もますます求めら

れていると考えております。以上で発表終わらせて頂きます。ありがとうございました。 

 

阪本（司会） 

 ご発表ありがとうございました。ではアジア編、最後になりますけれども、スリランカに対する援

助については栗原俊輔先生からご発表頂きます。よろしくお願いします。 

 

栗原俊輔（宇都宮大学国際学部准教授） 

 

 宇都宮大学国際学部の栗原です、よろしくお願いいたします。スリランカに関して、私の方から説

明をいたします。スリランカは、大きな特徴が 2 つあります。1 つ目は内戦をしていたということ。

アジアで 1 番長い内戦、2009 年までの 26 年間の内戦、民族間の紛争をしておりました。もう 1

つは、プランテーションです。紅茶を通じて日本と大きな関係があるということです。今回は日本の

国際協力ということで ODA を中心に執筆いたしましたが、ここから分かることをまず先に申し上

げますと、スリランカの事例は ODA だけで全ては変わらないということの典型なのです。という

のは、反政府側と政府側がノルウェーの仲介で 2001 年に停戦を 1 度したのですが、結局それまで
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日本の場合は色々と制約があるため、ODA は一切入っておりませんでした。特に紛争地域です。

2009 年に内戦が終結した時、後からはかなり本格的に入っております。というように、それぞれ

の国の事情などもありまして、必ずしもその国で今 1 番大切なことが ODA で支援できるのか、と

いうと、そんなことはないところが非常に特徴として語られる国なのです。  

 スライド上に「親日国」とあるように、日本との繋がりに関しては、「憎悪は憎悪によって止むこ

となく、愛によって止む」、これは仏陀の言葉ですが、サンフランシスコ講和条約の時に当時のジャ

ヤワルダナ大統領が、この発言をいたしました。その結果、対日賠償請求権の放棄などもありまし

て、日本の国際社会復帰がかなり早まったというような背景があります。その関係もありましてこの

話は、現地では日本人とみるとみんなに言われるのですが、この件の話のように非常に縁の深い所で

す。 

 

 スリランカという国自体は、南アジアの優等生と言われています。経済的にも、1 人当たりの GDP

などが南アジアで 1 番です。このような数値はインドをはるかに超えているところではあるのです

が、スリランカは ODA のジレンマが出ている国なのです。いくつかあるのですが、特に最近は中国

による影響というのが語られております。スリランカには、内戦中から現在にかけて 3 人の大統領

がいるのですけども、特に今のゴタバヤ・ラージャパクサ大統領という方が、いわゆる親中国にだい

ぶ近づいています。日本の ODA を使っていわゆる「ゆりかもめ」のような新交通システムを作る予

定で、300 億円の借款を進めていたのですが中止となりました。これはゴタバヤ大統領に変わって

から中止になりました。またマイトリパーラ・シリセーナ大統領の時に、その前のマヒンダ・ラージ

ャパクサ大統領というゴタバヤ大統領のお兄さんが大統領だったときに、中国に多額のローンをし

ました。その結果、ハンバントタという南部の港湾施設が、99 年間の中国の租借地になるというこ

とになり、これは非常に揉めました。これは今でも尾を引いておりまして、ただこういうことがあっ

たのにも関わらず、現在、国としては親中国の方に進んでいっています。  
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 西側諸国による ODA に関しては紛争地域などに対しての支援、それから紅茶産業への支援が行

われています。紅茶産業は外貨の獲得第 4 位ということで、やはり国としてはあまり手を触れてほ

しくないというところがあるのです。そこに住んでいる住民に対しての支援というのが NGO など

を中心に少しはやってはいるのですけれども、NGO への締め付けなども非常に強くなっておりまし

て、今後、どのようになるのか非常に注目すべきということになります。私からは以上です。ありが

とうございました。 

 

阪本（司会） 

栗原先生、ありがとうございました。アジア編でかなりそれぞれの国の状況によって、ODA のいろ

んな側面が見えてきたかと思います。 

 

—中東・アフリカ編報告— 

阪本（司会） 

 ここからは私、阪本公美子と岡野内正さん、山中達也さんが編者である『日本の国際協力 中

東・アフリカ編—貧困と紛争どうどう向き合うか』の中からいくつか紹介していきたいと思いま

す。ご存知の通り中東・アフリカの国々はかなりたくさんあり、多くの方々に著者として関わって

頂いています。若手からベテランの地域研究者、現地で長期的に実務経験のある方にもご参加頂い

ています。それでは早速、中東に関する援助として松尾昌樹先生にお話し頂きます。 

 

 


